
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                    平成２８年１１月１５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 
管内検査カメラシステム 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本製品は、各種配管の内部状態を調査することを目的とした、押し込み形ハード

ケーブル式テレビカメラシステムである。 

 

○構造、仕様、意匠 

カメラヘッド、カメラケーブル、ケーブルドラムで構成される。 

電源装置であるＡＣアダプターは板金及びネジでケーブルドラムに固定され、外

部より取り外せない形で取り付けられている。 

各種配管の内部の状態確認用の画像記録装置(液晶モニター)があり、カメラヘッ

ドやＳＤカードからの映像信号を表示、記録、再生する機能を有するが、他に外部

から映像信号を入力することはできない。またマイク、アンプ、スピーカ等の音声

回路は有さない。 

 

定  格：ＡＣ１００－２４０Ｖ、５０／６０Ｈｚ、０．４Ａ 

外形寸法（ｍｍ）：５２３±５（Ｈ）×４３０±５（Ｗ）×２４２±５（Ｄ） 

重    量：１２Ｋｇ 

 

○主な使用者、販売先 

検査会社 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

電気用品安全法上、対象外として取り扱う。 

 

（理由） 

 

本製品は、カメラヘッドやＳＤカードからの映像信号を表示、記録、再生する機 

能を有するが、放送波を入力し視聴する機能は有さず、その用途及び機能から「テ

レビジョン受信機」には該当しない。また音声回路が無いため「その他の音響機

器」にも該当せず、他に該当する電気用品がないことから対象外として取り扱う

ことが妥当と判断する。 

 

 

 


